災害時における相互協力に関する協定

	甲（町内会名称）
	●●町内会

	乙（施設名称）
	●●●●



上記の甲乙間において、次のとおり災害時における相互協力に関する協定（以下「本協定」という。）を締結する。

（目的）
第1条本協定は、川崎市●●町内会地区で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲乙相互に連携した災害対策を図るとともに、平時からの情報交換などを進め、地区の防災力向上に資することを目的とする。

（協力要請）
第2条災害時等において必要があると認めたときは、甲と乙は、それぞれに協力を要請するものとする。

（協力内容）
第3条前条の規定による協力要請があったときは、特別な支障がない限り、次の事項を行うものとする。
(1) 地区内の災害時等において、広域に避難する時間的余裕がないときは、乙は、甲の要請により又は自主的に、施設の一部について、命を守るための一時的な避難場所として地区の住民に無償で使用させること。
(2) 地区内で災害が発生し、それぞれに支援が必要な場合は、甲乙互いの備蓄物資・資機材の提供や人員の派遣など、相互協力し災害対応を行うものとすること。
(3) その他地区の防災に関して甲乙双方が必要と認めること。
2 前条各号の内容を推進するため、甲乙は平時から継続的な協議に努める。

（実施期間）
第4条前条第1項に定める協力の期間は、災害時等から3日まで又は乙の施設が二次避難所として開設されるまでのいずれか短い期間とする。ただし、甲乙協議の上、災害の状況に応じて期間を変更することができる。

（有効期間）
第5条本協定の有効期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日とする。ただし、有効期間満了の日の30日前までに、甲又は乙から解約の申し出がない場合には、更に2年間有効期間を延長し、以後この例によるものとする。

（協議） 
第6条本協定に定めのない事項、及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。

附則
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

令和●年●月●日
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